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《⾒直しの対象とする地区》

・既成市街地を中⼼とした都市機能の誘導
・オールドニュータウン等の住宅地の再⽣

・⼟地利⽤の現況や動向と⽤途地域とが⼤きくかけ離れた地区

・道路、⽔路等地形地物の変更に伴って⽤途地域の境界を変更
することが適切な地区

・９⽉広報みっきぃで周知し、９⽉１⽇から１７⽇までＨＰで掲載し、
要望のあった地区

② ⼟地利⽤の現況・動向からの注⽬地区

① 政策的な課題に対応するため、⼟地利⽤の規制・誘導を図る地区

③ ⽤途地域の境界調整等軽微な変更を要する地区

④ 市⺠からの要望地区で⽤途⾒直しを必要とする地区
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×

② ⼟地利⽤の現況・動向からの注⽬地区
・⼟地利⽤の現況や動向と⽤途地域とが⼤きくかけ離れた地区

住居と⼯場が混在し、
⽣活環境と利便性が悪化

・住宅・⼯業等の混在を防⽌
・住環境の悪化を防⽌
・良好な都市環境の確保

（例）・⼯場跡地に住宅の開発が進んでいる地区
・⼯業系の⽤途地域に商業系建物の建築が進んでいる地区

⽤途地域の⾒直し
を⾏うと 放置しておくと・・・

遊休地（⼯場跡地）
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③ ⽤途地域の境界調整等軽微な変更を要する地区

・道路、⽔路等地形地物の変更に伴って⽤途地域の境界を変更する地区

もともとの道路・⽔路など

中⼼

新しい道路・⽔路など
新しい道路・⽔路など
の中⼼
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⽤途地域等⾒直しスケジュール案
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